
   三 浦 市 住 宅 用 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 設 置 費 補 助 金 交 付 要  綱   （ 趣 旨 ）  第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 二 酸 化 炭 素 の 削 減 及 び 循 環 型 社 会 の 構 築 に 資す る も の と し て 、 新 エ ネ ル ギ ー の 導 入 を 促 進 す る た め 、 太 陽 エ ネル ギ ー を 利 用 し た 住 宅 用 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム を 設 置 す る 者 に 対 し 、予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る こ と に つ い て 、 三 浦 市 予算 の 編 成 及 び 執 行 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 ３ ９ 年 三 浦 市 規 則 第 ４ 号 。以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 及 び 三 浦 市 補 助 金 の 交 付 基 準 等 に 関 す る要 綱 （ 平 成 １ ５ 年 三 浦 市 告 示 第 ４ ４ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   （ 補 助 の 対 象 ）  第 ２ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 の 対 象 と な る 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム （ 以下 単 に 「 シ ス テ ム 」 と い う 。 ） と は 、 太 陽 光 に よ る 発 電 装 置 で あっ て 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  ⑴  住 宅 の 屋 根 等 へ の 設 置 に 適 し た も の  ⑵  低 圧 配 電 線 と 逆 潮 流 有 り で 連 系 し て い る も の  ⑶  太 陽 電 池 の 最 大 出 力 （ シ ス テ ム を 構 成 す る 太 陽 電 池 モ ジ ュ ール の 公 称 最 大 出 力 （ 日 本 工 業 規 格 そ の 他 国 際 規 格 に 規 定 さ れ てい る 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 公 称 最 大 出 力 を い う 。 ） の 合 計 値（ キ ロ ワ ッ ト 表 示 と し 、 小 数 点 以 下 ２ 位 未 満 の 端 数 が あ る と きは 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） と す る 。 以 下 同 じ 。 ） が １ ０ キ ロ ワッ ト 未 満 の も の  ⑷  未 使 用 品 で あ る も の  ⑸  シ ス テ ム の 性 能 及 び 安 全 性 等 の 技 術 的 仕 様 に つ い て 、 神 奈 川県 住 宅 用 太 陽 光 発 電 導 入 促 進 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １日 施 行 ） に 規 定 す る 要 件 を 満 た す も の   ⑹  設 置 す る 建 物 等 に 他 の 所 有 者 が あ る 場 合 に は 、 当 該 所 有 者 の同 意 が 得 ら れ て い る も の  ２  こ の 要 綱 に よ る 補 助 の 対 象 と な る 経 費 は 、 次 に 掲 げ る 設 備 の 設



置 、 購 入 等 に 係 る も の と す る 。   ⑴  太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル   ⑵  架 台   ⑶  イ ン バ ー タ 及 び 保 護 装 置   ⑷  接 続 箱   ⑸  直 流 側 開 閉 器   ⑹  交 流 側 開 閉 器   ⑺  余 剰 電 力 販 売 用 電 力 量 計   ⑻  配 線 並 び に 配 線 器 の 購 入 及 び 据 付   ⑼  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 設 置 工 事 に 係 る 費 用 そ の 他 市 長が 必 要 と 認 め る 費 用  ３  こ の 要 綱 に よ る 補 助 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の い ず れ にも 該 当 す る 個 人 と す る 。   ⑴  自 ら が 居 住 す る 市 内 の 住 宅 （ 兼 用 住 宅 を 含 む 。 ） に シ ス テ ムを 新 設 し 、 又 は シ ス テ ム 付 き 新 築 住 宅 を 購 入 し た も の   ⑵  前 号 の シ ス テ ム の 新 設 に あ っ て は 当 該 年 度 内 に 着 手 し 、 同 号の シ ス テ ム 付 き 新 築 住 宅 の 購 入 に あ っ て は 当 該 年 度 内 に 売 買 契約 を 締 結 す る も の  ⑶  当 該 年 度 の ３ 月 １ ５ 日 ま で に 第 ６ 条 に よ る 事 業 成 果 の 報 告 を行 う こ と が で き る も の   ⑷  第 １ 号 の シ ス テ ム に 関 し 、 自 ら 電 力 会 社 と 電 力 受 給 契 約 を 結ん で い る も の   ⑸  本 市 の 市 民 税 、 固 定 資 産 税 、 都 市 計 画 税 、 軽 自 動 車 税 及 び 国民 健 康 保 険 税 （ こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 申 請 時 に お い て 納 期 限が 到 来 し て い る も の に 限 る 。 ） の 滞 納 が な い も の   ⑹  本 市 に お け る 太 陽 光 発 電 の 普 及 促 進 に 協 力 で き る も の   （ 補 助 金 の 額 ）  第 ３ 条  補 助 金 の 額 は 、 次 に 掲 げ る 額 の 合 計 額 と す る 。  ⑴  太 陽 電 池 の 最 大 出 力 に １ キ ロ ワ ッ ト 当 た り １ ５ ， ０ ０ ０ 円 を乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 が ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え る 場 合 に は 、 ６



０ ， ０ ０ ０ 円 ）  ⑵  太 陽 電 池 の 最 大 出 力 に １ キ ロ ワ ッ ト 当 た り ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 を乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 が ７ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え る 場 合 に は 、 ７０ ， ０ ０ ０ 円 ）  ２  前 項 各 号 に よ る 額 の 算 出 に 当 た り 、 １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 があ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て て 計 算 す る 。   （ 申 請 及 び 事 前 相 談 ）  第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と いう 。 ） は 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  ２  申 請 者 は 、 前 項 の 申 請 を 行 う に 当 た り 、 あ ら か じ め そ の 旨 を 申し 出 て 、 相 談 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  ３  前 各 項 の 手 続 は 、 シ ス テ ム を 新 設 す る 場 合 に あ っ て は 、 こ れ に着 手 す る 前 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。   （ 申 請 書 の 添 付 書 類 ）  第 ５ 条  補 助 の 申 請 は 、 規 則 に 定 め る 様 式 に 次 の 書 類 を 添 付 し て 行う も の と す る 。   ⑴  シ ス テ ム の 仕 様 書 （ 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 形 式 、 最 大 出 力 、使 用 枚 数 等 が 明 記 さ れ て い る も の ）   ⑵  設 置 に 係 る 工 事 の 契 約 書 又 は 新 築 住 宅 の 売 買 契 約 書 の 写 し   ⑶  前 号 の 書 類 に よ り シ ス テ ム の 設 置 等 に 係 る 費 用 、 工 事 着 工 予定 日 、 工 事 完 了 予 定 日 又 は 引 渡 し 予 定 日 が 確 認 で き な い 場 合 は 、当 該 事 項 を 確 認 で き る 書 類 の 写 し  ⑷  シ ス テ ム の 設 置 位 置 図   ⑸  設 置 す る 建 物 等 に 他 の 所 有 者 が あ る 場 合 に は 、 当 該 所 有 者 の同 意 を 証 す る 書 面   ⑹  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類   （ 事 業 成 果 の 報 告 ）  第 ６ 条  申 請 者 は 、 シ ス テ ム の 設 置 を 完 了 し た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 又は シ ス テ ム の 設 置 を 完 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の ３ 月 １ ５ 日 の い ずれ か 早 い 日 ま で に 、 市 長 に 事 業 成 果 の 報 告 を 行 わ な け れ ば な ら な



い 。  ２  前 項 の 報 告 は 、 規 則 で 定 め る 様 式 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て行 う も の と す る 。   ⑴  住 民 票 の 写 し （ 交 付 日 か ら ３ 月 以 内 の も の ）   ⑵  シ ス テ ム の 設 置 状 況 を 示 す 写 真 （ カ ラ ー 写 真 と し 、 か つ 、 太陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 設 置 枚 数 が 確 認 で き る も の と す る 。 ）   ⑶  前 号 に よ る 写 真 の 添 付 が 困 難 な 場 合 は 、 シ ス テ ム の 配 置 図   ⑷  シ ス テ ム の 設 置 に 係 る 経 費 の 内 訳 書   ⑸  シ ス テ ム の 設 置 に 係 る 経 費 の 領 収 書 の 写 し   ⑹  太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 出 力 対 比 表 （ 変 換 効 率 及 び 未 使 用 品 であ る こ と が 確 認 で き る も の と す る 。 ）   ⑺  電 力 会 社 と の 電 力 受 給 契 約 書 の 写 し   ⑻  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類   （ 補 助 金 の 額 の 確 定 及 び 交 付 ）  第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 に よ る 事 業 成 果 の 報 告 が あ っ た と き は 、 そ の内 容 を 審 査 し て 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 申 請 者 に 対 し 補 助 金 の 交 付手 続 を 行 う も の と す る 。   （ シ ス テ ム の 管 理 及 び 処 分 ）  第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 補 助 の 対 象 と な っ た シ ス テ ムに つ い て 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 す る と と も に 、 そ の効 率 的 な 運 用 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  ２  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 設 置 の 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過す る ま で の 間 、 補 助 の 対 象 と な っ た シ ス テ ム に つ い て 、 市 長 の 承認 を 受 け ず に 、 補 助 の 目 的 に 反 し た 使 用 又 は 譲 渡 、 交 換 若 し く は貸 付 を 行 っ て は な ら な い 。  ３  市 長 は 、 補 助 の 対 象 と な っ た シ ス テ ム の 管 理 、 運 用 等 の 状 況 につ い て 調 査 を 行 う こ と が で き る 。   （ 補 助 の 制 限 ）  第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 補 助 の 対 象 と な っ た シ ス テ ムを 保 有 す る 間 は 、 こ の 要 綱 に 基 づ く 補 助 金 を 再 度 受 け る こ と が で



き な い 。   （ 市 の 施 策 へ の 協 力 ）  第 １ ０ 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 に 対 し 、 必 要 に 応 じ 、売 買 電 力 量 そ の 他 の 情 報 提 供 を 求 め る こ と が で き る 。   （ そ の 他 ）  第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に定 め る 。     附  則 （ 制 定 ： 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 三 浦 市 告 示 第 ４ ９ 号 ）   （ 施 行 期 日 ）  １  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   （ 失 効 ）  ２  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。   （ 失 効 に 伴 う 経 過 措 置 ）  ３  こ の 告 示 に よ り 交 付 の 決 定 が あ っ た 補 助 金 の 交 付 等 に つ い て は 、こ の 告 示 の 失 効 後 に お い て も 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。     附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 三 浦 市 告 示 甲 第 ３ 号 ）   （ 施 行 期 日 ）  １  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ）か ら 施 行 す る 。   （ 経 過 措 置 ）  ２  改 正 後 の 第 ２ 条 、 第 ３ 条 及 び 第 ５ 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 の 交付 申 請 に 係 る 補 助 金 の 交 付 等 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 交 付 申請 に 係 る 補 助 金 の 交 付 等 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  


